
平成２３年度における取組（概要） 

平成２４年７月５日(木） 

独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

資料２－１ 



国立のぞみの園の入所利用者数等の推移 
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１ 入所利用者数等の推移 

２ 地域移行者数の推移 

区 分 １５年１０月～２０年３月 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

地域移行者数   

      （人） 
４４ ２４ ２１ ２２ ２１ 

３ 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者の受入者数の推移 

区 分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

入所者数 （人） ２ ３ ４ １ 

うち、地域移行
者数    （人） 

０ ３ ２ ３ 

区 分 １５年１０月１日 ２０年４月１日 ２１年３月末 ２２年３月末 ２３年３月末 ２４年３月末 

入所利用者 

      （人） 

４９９ ４０１ ３７９ ３７２ ３４５ ３１７ 

   平均年齢 

      （歳） 

５３．２ ５７．６ ５８．２ ５９．０ ５９．８ ６０．１ 

通所利用者 

      （人） 

１４ ４０ ４４ ５３ ５９ ６０ 



  

○ 障害者自立支援法に基づくサービス 

（平成24年4月1日現在） 

  サービス名 現員（人） サービス内容 

居
住
支
援 

施設入所支援 314  夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行っています。 

共同生活介護 
（ケアホーム） 

17 
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行っています。
（群馬県指定） 

日
中
活
動 

生活介護 354 
 日中において、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活
動の機会を提供しています。 

自立訓練 
（生活訓練） 

0 
 食事や家事等日常生活能力を向上するための支援を行うとともに、日常生活上の相
談支援を行っています。 

就労移行支援 10 
 就労を希望する人に、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を
行っています。 

就労継続支援Ｂ型 10 
 就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を
図る訓練を行っています。（群馬県指定） 

地
域
支
援 

短期入所 
36 

(登録者) 
 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、
食事の介護等を行っています。（群馬県指定） 

相談支援 － 
 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利援
護のために必要な援助を行っています。（群馬県指定） 

地域生活支援事業 
（日中一時支援） 

29 
(登録者) 

 日常介護している家族の一時的な負担軽減と利用者の日中活動の場を提供していま
す。（高崎市・富岡市・安中市・沼田市・南牧村から受託） 

○ 地域移行に向けた取組（法人独自のモデル事業） 

（平成24年４月1日現在） 

サービス名 現員（人） サービス内容 

地域生活移行支援 13 
 入所利用者の地域生活への移行に向けた生活体験の場を提供することによって、地
域での生活に必要な社会的スキルを向上するための支援を行っています。 
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平成２３年度における取組（総括） 

   平成２３年度は、第２期中期目標期間の４年目であり、第２期中期目標の新たな課題等に的確に対応 
 するため、組織・実施体制を整備し、一層の業務内容の充実と新たな業務への対応を図った。 

○ 常勤職員数の削減などにより、人件費総額について約１５０百万円の縮減を行った。これにより、運営費交付金 
  （予算額）についても、節減を図り、第２期中期目標に定める２３％以上削減に向けて、計画的に取り組んだ。  

-３- 

【主な取組】 

１ 業務運営の効率化 

◎常勤職員数の削減（目標（△５２人）を計画的に実施）  
    平成２０年度期首 ２７５人 → 平成２１年度期末 ２４６人 → 平成２２年度期末 ２３４人   
 

     →  平成２３年度期末 ２１５人 → 平成２４年度期首 ２２６人（△４９人） 
 
 
◎人件費総額 
    平成２２年度 １，９５８百万円  →  平成２３年度 １，８０８百万円 （ △１５０百万円 ） 
 
◎運営費交付金（退職手当相当額を除く） 
    平成２２年度 １，７６４百万円  →  平成２３年度 １，６６５百万円 （ △ ９９百万円 ） 
    平成１９年度 ２，３３４百万円  →                       （ △６６９百万円  △２８．７％） 
 

△29人 △12人 

△19人 
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２ 内部統制・ガバナンス強化への取組等 

 
 
○ 内部統制の向上を図るため、厚生労働省独立行政法人評価委員会の指摘等を踏まえ、阻害要因（リスク）一 
 覧をもとに、優先対応リスクに継続して取り組んだ。 
  また、内部統制の必要性やリスク対応計画及び取組内容等について、職員研修会を行い、職員の意識の向上 
 を図った。 
  
  

 
 
○ リスク回避・軽減への取組 
   利用者の健康・安全及び感染症対策の実施 
   施設利用者の健康管理及び感染症予防対策に努め、利用者のインフルエンザ、ノロウィルスの発症を最小 
  限に防いだ。 
 
 
 
○ 内部進行管理の充実 
  各部所より選出されたモニターから、業務遂行状況について、モニタリングを実施した。 
  平成２３年度は、モニタリング評価会議を四半期ごとに１回（年４回）開催し、各モニターからの報告等に基づき、 
 業務の進行管理に努めた。 
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３ 地域移行の推進 

○ 施設利用者の状況に応じて地域移行に向けた丁寧かつきめ細かい取組を進めたことにより、地域移行の実績 
 は２１人となり、数値目標である１５～２０人を上回った。 
  また地域移行に同意した者も２５人となり、年間２５人程度という年度目標を達成することができた。 

◎地域移行の実績        平成２３年度  ２１人   年度目標  １５人～２０人 
 
◎保護者の同意の実績     平成２３年度  ２５人   年度目標  ２５人程度                                             

４ 行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支援 

 
 
１） のぞみの園におけるモデル的支援 
    矯正施設等を退所した知的障害者への支援事業を平成２２年度に引き続き、専門家（参事）を招聘し、併せて 
  関係職員をメンバーとする「矯正施設等を退所した知的障害者支援プロジェクトチーム」を設け、参事の指導の下、 
  支援技術等の向上を図った。 
    また、空き生活寮を活用して試行的に開設した「自活訓練ホーム（定員７名）」を本格実施するため、平成２３年 
  ４月から当事業を所管する「社会生活支援課」を新設した。 
    受入れは、平成２０年度に２人、平成２１年度に３人、平成２２年度に４人、平成２３年度に１人とこれまでに延べ 
  １０人の受入れを行い、社会生活への適応と速やかな地域生活への移行が図れるよう、計画的に施設入所支援、 
  就労移行支援、自立訓練の提供等、効果的な支援に努めた結果、これまでに８人（２３年度３人）が地域生活へ 
  移行している。 

○ 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者への支援事業 
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２） 平成２３年度研修会及びセミナーの開催 
  ・ 平成２３年１２月７日～９日   
     福祉のサービスを必要とする罪を犯した知的障害者等の地域生活支援を行う施設職員等（指導的立場） 
     研修会 
        ◎研修会の実施状況   受講者  ６９人  （うち、司法関係者９人） 
    
  ・ 平成２４年２月９日～１０日   
     国立のぞみの園福祉セミナー２０１２「福祉サービスを必要とする罪を犯した知的障害者等の地域生活 
    支援に向けて～ｐａｒｔ４」 
        ◎福祉セミナーの実施状況   受講者  ２７６人  （うち、司法関係者４４人） 
   
３） 平成２３年度研究事業及び国庫補助金 
  ・ 矯正施設等を退所した福祉の支援を必要とする人の地域生活の自立に向けた福祉施設等における支援 
   モデルおよび研修プログラム構築に関する研究 
     （平成２３年度厚生労働省セーフティネット支援対策等事業費（社会福祉推進事業分） ） 
 
 
 
 

○ 行動障害等を有する者への支援 

 ・ 福祉と医療による効果的な支援を継続するとともに、行動障害等により著しく支援が困難な者と精神科病院に 
  入退院を繰り返す知的障害者２人を受入れた。 
   なお、２１年度に受入れた精神科病院に社会的入院をしていた者へ福祉と医療の連携による支援を継続して 
  行った結果、行動等の著しい改善が認められた。（平成２４年５月３１日退所）   
 
 ・ また、これまでの特別支援グループ（自閉症・行動障害を有した利用者の支援グループ）における取組をまと 
  めた事例集「あきらめない支援」を刊行した。  
 
 ・ 行動援護サービス提供責任者及び同等の責任を持つ者を対象としてスーパーバイザー研修を開催した。 
      ◎ 行動援護スーパーバイザー研修の実施状況    受講者  ５８人 
 
   
 



  
  
○ 当法人の診療所において、常勤の児童精神科医の下、発達障害児（者）の専門外来診療、特に、思春期児童 
  の診療を中心に実施した。 
   当法人の診療所は、地域の発達障害に関する医療の拠点としての役割も担っており、群馬県内外から、発達 
  障害児の通院が増加の一途をたどり、また、被虐待、不登校などの困難事例も増えており、その役割はますます 
  重要となっている。 
     
    ・平成２３年度 発達障害児（者）外来患者数  延べ２，５２９人 （精神科外来患者数 延べ３，４７４人）  
 
 

５ 発達障害児（者）の医療的支援 
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１） 次のような取組を行い、専門性の向上に努めた。 
  ① 高齢者支援の専門家を昨年度に引き続き招聘し、日常生活の過ごし方や対応について、現場で指導・助言 
   を得た。 
  ② 高齢者事例検討プロジェクトを設置し、事例を通して効果的な支援方法について検討を行った。 
  ③ 県内外の特別養護老人ホーム等への実務研修を積極的に実施するとともに、専門家を講師とする職員研 
   修会を年１回実施した。 
  ④ 高齢化に対応した摂食・嚥下障害への対応のほか、シーティング指導を実施した。 
 
２） 平成２２年度「厚生労働省独立行政法人･公益法人等整理合理化委員会」報告に対応するため、外部有識者 
 を招聘して「高齢知的障害者支援の在り方検討委員会」を設置し、のぞみの園の支援の点 検と今後の支援の方 
 向性について検討を行い、平成２４年３月２７日付で厚生労働省に報告を行った。 
 
 

○ 重度知的障害者の高齢化対策 



東日本大震災被災施設に対するのぞみの園の支援 

１．被災施設の支援 

 
 
 
 
 
 

○ 平成２３年４月１５日（金） 社会福祉法人 友愛会（※）の受入 
   福島県富岡町に所在する同法人（福島第１原発から１０㎞以内）の入所者等６７名、職員２９名及び家族を 
  受け入れた。 
           ・入所者：のぞみの園から、生活寮３か寮及び日中活動支援の場の提供を受け、独自の施設運営を実施 
           ・職   員：当園内独身寮、高崎市内雇用促進住宅に入居 
     ・平成２４年７月５日現在：入所者等７０名、職員３４名等 
       ※ 友愛会：知的障害者の入所更生施設・通所授産施設・グループホーム等を運営 
 

○ 平成２４年４月から、友愛会が日中活動サービスやグループホームとして利用できるよう、当法人の福利厚 
 生施設（富士会館）の改修等を行った。 
   また、同４月から、友愛会がグループホームとして利用できるよう、当法人の独身寮の一部について、整備 
 を行った。 
 
 

２．被災施設への職員派遣 

 
 
 
 
 
 
 
 

（１）平成２３年３月２４日（木）～４月６日（水） 社会福祉法人 福島県福祉事業協会（※）への派遣 
   福島県田村市に避難中の同法人（福島県富岡町所在）に、当園生活支援員等を２組４名派遣して、入所者 
  を支援。 
     ※ 福島県福祉事業協会：知的障害者施設・知的障害児施設等を運営 

 
（２）平成２３年５月１０日（火）～１１月２２日（火） 同法人への派遣 
   千葉県鴨川市に避難中の同法人に、当園生活支援員等を１４組２８名派遣して、入所者を支援。 
 
（３）派遣者合計  １６組３２名 
 
 

-８- 



   当法人においては、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、調査及び研究等を
行い、知的障害者の福祉の向上を図っています。 

地域移行の更なる推進、新たな支
援手法、サービス内容の標準化 

国の政策課題に資する
調査研究 

専門職員の養成・研修
機能の強化 

障害者施設等への
丁寧かつきめ細や
かな対応 

地域への貢献 

総合施設の設置・運営 

適切な業務運営のための組織・予算 
①効率的な業務運営体制 

   の確立【Ａ】 
  ○職員数の削減 ▲１９人 

   累計▲６０人 ２２％削減  

  ・定年退職者の不補充 

   

③業務運営の効率化に伴う 

   経費節減【Ａ】 
○運営費交付金 ▲約１．０億円 

○人件費      ▲約１．５億円        

・給与水準 

（ラスパイレス指数９５．７） 

 

 

⑯予算、収支計画及び  

   資金計画等【Ａ】 

○自己収入の比率５２．５％ 
（目標４０％を上回る結果） 
・事業収入の増   

 対前年度＋０．２億円 

 

⑰人事に関する計画   

     【Ａ】 
○職員数の削減 ▲１９人 

○人件費の削減   

        ▲約１．５億円 

・定年退職者の不補充 

 

②内部統制・ガバナンス強化への取組【Ａ】 
  ○優先対応リスクへの取組 

  ○内部監査の実施 

  ○モニタリング評価会議の開催 

⑮第三者からの意見聴取、機会  

   の確保【Ｂ】 
○運営懇談会の開催 

 

④効率的かつ効果的な施設・設備の利用 

     【Ａ】 
○資産利用検討委員会の開催 

  ・活動の場の提供、地域住民への開放 (交流 

  の場 )  

      のぞみふれあいフェスティバルの開催 

 

⑱施設・設備に関する計画【Ａ】 
○補正予算に伴う施設整備費の 

  明許繰越 

 

 

⑤合理化の推進【Ａ】   
○競争性のある契約５２％公共料金除くと７８％ 

○契約監視委員会の開催 

・競争性の高い契約方式の推進 

 

 

⑥施設利用者の地域移行のスピードアップ【Ｓ】 
 ○地域移行 ２１人（１５年度以降 累積１３２人） 

 ・移行が困難な要因・理由と対策の実施 

  

⑦地域移行の本人及び保護者の同意【Ｓ】 
 ○同意者 ２５人（２３年度に新たに同意を得られた者） 

  ・本人、来園機会の少ない保護者への積極的な 

  アプローチ 

  

⑧移行先の確保、移行者に対する地域生活の定着 

  支援【Ａ】 
○都道府県等への重点的な協力要請（１都４県１市） 

○移行先事業所の訪問、移行者のフォローアップ（１０８人） 

 ・事業所と本人を対象にアンケート調査の実施 

  

調査・研究、情報提供 
 

⑩調査・研究のテーマ、実施体制等【Ａ】 
   ○高齢・行動障害等の支援が難しい知   

       的障害者の健康、医療、福祉との連携 

       に関する事項（１２テーマ） 

  ○研究会議、調査・研究調整会議の開催 

 ・全国の障害福祉の現場に密接に関係 

    するテーマに特化  

  

⑪成果の積極的な普及・活用【Ａ】 
   ○研究紀要の発行（年１回 600部） 

   ○ニュースレター（年４回 各3,500部） 

   ○あきらめない支援：行動障害のある知的 

   障害者の実践事例集（1,800部） 

   ○福祉の支援を必要とする矯正施設退所知 

       的障害者の支援職員テキスト（1,100部） 
   ○ホームページへの掲載、関係団体・ 

       学会発表 

   ・アンケート調査の実施（満足度概ね 

  ９割以上） 

 

養成・研修 

⑫養成・研修、ボラン 

  ティアの養成【Ａ】 
○行動援護スーパーバイ 

 ザー研修      58人     

○その他セミナーの開催 

           ７３２人 

○実習生の受入  

                               ７５０人 

○ボランティアの受入 

                         １，０７４人 

・多種多様な職種の実  

  習生等の受け入れの 

     ため、関係部所との 

     連携強化 

 

援助・助言 

⑬援助・助言
【Ａ】 

○障害者施設等
からの件数 

  ２００件 
・件数増の  

  ための積 

    極的な広    

    報の実施 

①ニュース 

 レターへ 

     の掲載 

②ＰＲ用リー 

 フレット        

 の配布 

 

附帯業務 

⑭その他の業務【Ａ】 
 ○診療所 

  施設利用者に対する     

      適切な医療の提供 

      地域医療への貢献 

 ○地域の障害者支援の  

    充実 

    相談支援、日中 

   一時支援事業等 

・地域の中に生活介護 

    事業所を設置・運営 

・発達障害児（者） 

  （精神科外来、心理 

  外来）の増加 

 

 

○入所利用者の地域移行の推進と高齢化等への対応、矯正施設等を退所した知的障害者等の新たな課題への対応 

 

⑨行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に  

   対する 支援【Ｓ】 
 ○自閉症、行動障害を有する者、精神科病院の社会的入 

    院者（今までに３人を受入） 

     矯正施設等退所した者へのモデル支援（２３年度１人受

入・３人移行：累計１０人受入、うち８人が地域移行） 
 

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の事業体系図 

※丸数字は評価項目の番号 
-９- 


